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　不在などの事情で、個人番号の通知カードを受
け取ることができなかった場合、市民課に返戻さ
れます。
　返戻された通知カードを窓口で受け取る方法
は、次のとおりです。
○受取方法
　　カードが返戻されているか事前に電話で市民
　課へ確認のうえ、窓口に直接お越しください。
　　本人または代理人に交付します。
　※各総合支所市民福祉課窓口での受け取りを希
　　望する方は、事前にお問い合わせください。
○受け取り時に窓口で必要なもの
　【本人の場合】
　・印鑑
　・身分証明書（運転免許証など顔写真付きのも
　　の1点または保険証など顔写真なしのもの2点）
　【代理人の場合】
　・印鑑
　・代理権を証明できるもの（委任状など）
　・代理人の身分証明書（運転免許証など顔写真
　　付きのもの1点または保険証など顔写真なし
　　のもの2点）※コピー不可
　・本人（委任者）の身分証明書（運転免許証な
　　ど顔写真付きのもの1点または保険証など顔
　　写真なしのもの2点）

　上下水道料金のお支払いに口座振替を利用する
と、振替日に指定口座から自動的に料金が納入さ
れます。支払いに行く手間や払い忘れもなく、大
変便利です。
　ぜひ、便利で安心な口座振替をご利用ください。
○振 替 日　毎月25日
　　　　　　（土・日曜日、祝日にあたる場合は
　　　　　　翌営業日）
　※口座振替依頼の手続き後、口座振替が適用さ
　　れるまでの1 ～ 2か月は、納付書でお支払い
　　ください。
○申込方法　次の金融機関（本店・各支店）の窓
　　　　　　口でお申し込みください。
　・常陽銀行
　・筑波銀行
　・茨城県信用組合
　・東日本銀行
　・常陸農業協同組合（支店のみ）
　・水戸信用金庫
　・烏山信用金庫
　・中央労働金庫
　・ゆうちょ銀行、郵便局
○申し込みの際に必要なもの
　・通帳等口座番号がわかるもの
　・通帳の届出印
　・お客様番号がわかるもの（納入通知書等）
※口座振替依頼書（申込用紙）は、市内の金融機
　関及び水道課・各総合支所にあります。

お知らせ
市役所に返戻されたマイナンバー

「通知カード」の受け取りについて

上下水道料金の支払いは口座振替を
ご利用ください

　下水道（公共下水道、農業集落排水処理施設）
が整備されると、清潔で快適な水洗トイレの使用
ができるようになります。また、家庭からの生活
排水がそれぞれの施設で処理され、きれいな水と
なって河川等に流されるため、悪臭や害虫の発生
もなくなり、清潔で住みよい環境になります。
　しかし、下水道が整備されても皆さんが有効に
活用しなければ、せっかくの施設も十分な効果を
発揮することができません。下水道に接続をして
いない方は、一日も早い接続をお願いします。
　なお、接続工事は、市が指定している排水設備
指定工事店へ直接お申し込みください（排水設備
指定工事店がわからない場合は、下記へお問い合
わせいただくか、ホームページをご覧ください）。

　老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの
40年間保険料を納めなければ、満額を受け取る
ことができません。
　ただし、保険料の納め忘れなどにより、納付済
期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳
になるまでの間に国民年金に任意加入して保険料
を納めることで、支給額を満額に近づけることが
できます。
　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国
民年金に任意加入することができます。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。

下水道への接続のお願い

国民年金の任意加入について

　 水道課総務G　☎52-0427問

　 　　市民課市民G　☎52-1111　内線102問 本庁

　 　　医療保険課医療保険G
　 ☎52-1111　内線162
 　日本年金機構水戸北年金事務所お客様相談室
　 ☎029-231-2283

問 本庁

　 下水道課庶務G　☎53-7250
　 　　 http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/
　 　　 page/page000163.html
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